
水
産
政
策
審
議
会
議
事
規
則

（
召

集
）

第
一
条

水
産
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う

）
は
会
長
が
召
集
す
る
。

。

２

審
議
会
を
召
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
事
事
項
並
び
に
審
議
会
の
日
時
及
び
場
所
を

各
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議

長
）

第
二
条

会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。

（
会

議
）

第
三
条

審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
四
条

審
議
会
の
会
議
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
議
長
の
許
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
出
席
）

第
五
条

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
を
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
六
条

審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
漁
港
管
理
者
の
処
分
に
関
す
る
不
服
審
査
に
係
る
会
議
な
ど
、

審
議
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議

題
）

第
七
条

審
議
会
の
会
議
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
た
事
項
に
限
っ
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
審
議
会
に
お
い
て
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
答
申
書
の
作
成
等
）

第
八
条

会
長
は
、
審
議
会
が
諮
問
事
項
に
つ
き
調
査
審
議
を
終
わ
っ
た
と
き
は
、
答
申
書
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
審
議
会
が
農
林
水
産
大
臣
に
建
議
す
る
と
き
も
ま
た
同
じ
。

（
議

事

録
）

第
九
条

会
長
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
審
議
会
の
議
事
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

開
会
、
閉
会
の
年
月
日
・
時
刻

二

出
席
し
た
委
員
の
氏
名

三

諮
問
事
項

四

議
事

五

議
決
の
数

六

報
告
書

七

答
申
書

八

そ
の
他
重
要
な
事
項

２

議
事
録
は
、
農
林
水
産
省
に
設
け
ら
れ
る
文
書
窓
口
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

３

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
審
議
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の

議
事
録
の
ほ
か
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
審
議
会
の
議
決
を
経
て
、
同
項
の
議
事
録
に
代
え
て
縦
覧
に
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
分

科

会
）

第
十
条

水
産
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
資
源
管
理
分
科
会
及
び
漁

港
漁
場
整
備
分
科
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
別
表
一
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議

会
の
議
決
と
す
る
。

２

分
科
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
の
結
果
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
部

会
）

第
十
一
条

審
議
会
に
企
画
部
会
を
置
く
。

２

企
画
部
会
は
、
水
産
基
本
法
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
六
項
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
、
漁
業
経
営
の
改
善
及
再

建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
及
び
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活

動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
し
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
企
画
部
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
別
表
二
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
。

４

分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

部
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
の
結
果
を
審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会

）
に
報
告
し

。



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
委
員
）

第
十
二
条

特
別
委
員
に
調
査
さ
せ
る
べ
き
事
項
は
、
特
別
委
員
ご
と
に
会
長
が
定
め
る
。

２

特
別
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述

べ
る
も
の
と
す
る
。

（
規
則
の
改
正
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
の
改
正
は
、
審
議
会
の
議
決
を
も
っ
て
行
う
。

（
雑

則
）

第
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
五
条

分
科
会
及
び
部
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に

第
十
四
条
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
「
分
科
会
長
」
と
、
部
会
に
あ
っ
て
は
「
部
会
長
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
一
（
第
十
条
関
係
）

資
源
管
理
分
科
会

漁
業
法
、
漁
船
法
、
水
産
資
源
保
護
法
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
及
び
海
洋
生
物
資
源

の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

漁
港
漁
場
整
備
分
科

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

会別
表
二
（
第
十
一
条
関
係
）

企
画
部
会

水
産
基
本
法
第
十
条
第
三
項
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
、
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備

に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
及
び
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の

連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
に
漁
港
漁
場
整
備

部
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

漁
港
漁
場
整
備
部
会
は
、
漁
港
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
及

び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
の
施
行
前
に
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
漁
港
漁
場
整
備
事
業
の
推

進
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
関
す
る
長
期
の
計
画
に
関
し
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
漁
港
漁
場
整
備
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。

５

漁
港
漁
場
整
備
部
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に

第
十
四
条
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は

「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


